
月

※吹付けアスベスト等の使用例
天井断熱材や鉄骨耐火被覆のほか、
機械室の防音材として使用されて
いることもあります。
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■アスベストによる健康被害について
　吹付け材の劣化などにより、アスベストが空気中に飛散して
　いる恐れがあります。このような状況にさらされると、肺が
　ん、中皮腫やアスベスト肺の発症の原因となることが確認さ
　れています。

■建物に使われているアスベストについて
　昭和31年から平成元年までに建てられた建物で、とくに鉄
　骨造や鉄筋コンクリート造の建物で使用されている吹付け材
　には、アスベストが含まれている可能性があります。
　
■吹付け材を見つけたら
　昭和31年から平成元年までに建てられた建物で、写真のよ
　うな事例が見つかったら、吹き付けアスベスト等の有無や、
　飛散のおそれがあるかを診断・検査することをお勧めします。

■アスベストに係る届け出について
　アスベストを使用した建築物の解体工事、アスベストの撤去
　等を伴う作業については、以下の届け出が必要です。
・労働安全衛生法・石綿障害予防規則（作業の届出）
　届け出先：延岡労働基準監督署（0982-34-3331）
・大気汚染防止法（特定粉じん排出等作業の実施の届出）
　届け出先：日向保健所（0982-52-5101）
　なお、建築物の解体等につきましては、別途、建設リサイクル
　法の届け出が必要です。
　届け出先：日向市　建設部　建築住宅課
※詳細につきましては、各届け出先までお問い合わせください。

日向市　建設部　建築住宅課　Tel:0982-52-2111(内線2382)　

～ 市民が奏でる “交響” 空間 優しく 強く 温かい 人 と まち ～

～平成元年以前に建てられた建物の吹付け材は、
アスベストを含んでいるおそれがあります！～
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